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表 保険給付・特別支給金一覧表 

（令和 7年 4月） 

保険給付の種類 支給事由 給付内容 特別支給金 

具体的な例（給付

基礎日額１万円の

場合） 

・療養補償給付 

・複数事業労働者

療養給付 

・療養給付 

業務／複数事業の

業務／通勤による

傷病について、病

院等で治療する場

合 

労災病院又は労災

指定病院等におい

て必要な治療が無

料 で 受 け ら れ ま

す。 

労災病院又は労災

指定病院等以外の

病院において治療

を 受 け た 場 合 に

は、治療に要した

費用が支給されま

す。（注 2） 

特別支給金はあり

ません。 

（給付基礎日額と

は関係なく）必要

な治療が無料で受

けられます。 

・休業補償給付 

・複数事業労働者

休業給付 

・休業給付 

業務／複数事業の

業務／通勤による

傷病の療養のため

労働することがで

きない日が 4 日以

上 と な っ た 場 合

（注 3） 

休業 4 日目以降、

休業 1 日につき給

付基礎日額の 60％

相当額が支給され

ます。 

休業特別支給金 

休業 4 日目以

降、休業 1 日に

つき給付基礎日

額の 20％相当額

を支給。 

（20 日間休業した

場合） 

①休業(補償）等給

付 

1 万 円 ×60%×

（20 日-3 日）＝

10 万 2 千円 

②休業特別支給金 

1 万円×20％×

（20 日-3 日）＝

3 万 4 千円 

・障害補償給付 

・複数事業労働者

障害給付 

・障害給付 

〔障害（補償）等

年金〕 

業務／複数事業の

業務／通勤による

傷病が治った後に

障害等級第 1 級か

ら第 7 級までに該

当する障害が残っ

た場合 

〔障害（補償）等

一時金〕 

業務／複数事業の

業務／通勤による

傷病が治った後に

障害等級第 8 級か

ら第 14 級までに該

当する障害が残っ

た場合 

 

 

〔障害（補償）等

年金の場合〕 

第 1 級は給付基礎

日額の 313 日分～

第 7 級は給付基礎

日額の 131 日分が

支給されます。 

 

〔障害（補償）等

一時金の場合〕 

第 8 級は給付基礎

日額の 503 日分～

第 14 級は給付基礎

日額の 56 日分が支

給されます。 

障害特別支給金 

第 1 級 342 万円～

第 14 級 8 万円を一

時金として支給。 

（第 1級の場合） 

①障害(補償）等年

金 

1 万円×313 日＝

313 万円 

②障害特別支給金

（一時金） 

342 万円 



 

 

・傷病補償年金 

・複数事業労働者

傷病給付 

・傷病年金 

業務／複数事業の

業務／通勤による

傷病が療養開始後

1 年 6 か月を経過

した日又は同日後

において 

①傷病が治ってい

ないこと 

②傷病による障害

の程度が傷病等級

に該当すること 

のいずれにも該当

する場合 

第 1 級は給付基礎

日額の 313 日分、

第 2 級は給付基礎

日額の 277 日分、

第 3 級は給付基礎

日額の 245 日分が

支給されます。 

傷病特別支給金 

第 1 級は 114 万

円、第 2 級は 107

万円、第 3 級は

100 万円を一時金

として支給。 

（第 1級の場合） 

①傷病(補償）等年

金 

1 万円×313 日＝

313 万円 

②傷病特別支給金

（一時金） 

114 万円 

・遺族補償給付 

・複数事業労働者

遺族給付 

・遺族給付 

〔遺族（補償）等

年金〕 

業務／複数事業の

業務／通勤により

死亡した場合（年

金額は遺族の人数

に応じて異なりま

す） 

〔遺族（補償）等

一時金〕 

①遺族（補償）等

年金の受給資格

をもつ遺族がい

ない場合 

②遺族（補償）等

年金を受けてい

る方が失権し、

かつ、他に遺族

（補償）等年金

の受給資格をも

つ方がいない場

合で、すでに支

給された年金の

合計額が給付基

礎日額の 1000 日

分に満たない場

合 

〔遺族（補償）等

年金の場合〕 

遺族の人数によっ

て支給される額が

異なります。 

（遺族 1 人の場

合） 

給付基礎日額の

153 日分又は 175

日分（注 4） 

（遺族 2 人の場

合） 

給付基礎日額の

201 日分 

（遺族 3 人の場

合） 

給付基礎日額の

223 日分 

（遺族 4 人以上の

場合） 

給付基礎日額の

245 日分 

〔遺族（補償）等

一時金の場合〕 

左欄の①の場合 

給付基礎日額の

1000 日分 

左欄の②の場合 

給付基礎日額の

1000 日分からす

でに支給した年

金の合計額を差

し引いた額 

 

 

 

遺族特別支給金 

遺族の人数にかか

わらず 300 万円を

一時金として支給 

〔遺族（補償）等

年金で遺族が 4 人

の場合〕 

①遺族（補償）等

年金 

1 万円×245 日＝

245 万円 

②遺族特別支給金

（一時金） 

300 万円 

〔遺族（補償）等

一時金 

支 給 事 由 ① の 場

合〕 

①遺族（補償）等

一時金 

1 万円×1000 日

＝1000 万円 

②遺族特別支給金

（一時金） 

300 万円 
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・葬祭料 

・複数事業労働者

葬祭給付 

・葬祭給付 

業務／複数事業の

業務／通勤により

死亡した方の葬祭

を行う場合 

31 万 5 千円に給付

基礎日額の 30 日分

を加えた額又は給

付基礎日額の 60 日

分のいずれか高い

方 が 支 給 さ れ ま

す。 

特別支給金はあり

ません。 

①31 万 5 千円＋

（1 万円×30 日） 

＝61 万 5 千円 

②1 万円×60 日＝

60 万円 

よって、高い額の

① が 支 払 わ れ ま

す。 

・介護補償給付 

・複数事業労働者

介護給付 

・介護給付 

業務／複数事業の

業 務 ／ 通 勤 に よ

り、障害（補償）

等 年 金 又 は 傷 病

（補償）等年金を

受給している方の

うち、一定の障害

を有する方で現に

介護を受けている

場合 

介護の費用として

支出した額（上限

額があります）が

支給されます。 

親族等の介護を受

けている方で、介

護の費用を支出し

ていない場合又は

支出した額が最低

保障額を下回る場

合は一律にその最

低保障額が支給さ

れます。 

上限額及び最低保

障額は、常時介護

と随時介護の場合

で異なります。 

特別支給金はあ 

りません。 

〔常時介護を要す

る者〕 

上限額 

177,950 円 

最低保障額 

85,490 円 

〔随時介護を要す

る者〕 

上限額 

88,980 円 

最低保障額 

42,700 円 

(注 5) 

 

（注 1）「保険給付の種類」欄の上段は業務災害、中段は複数業務要因災害、下段は通勤災害

に対して支給される保険給付の名称です。 

（注 2）給付の範囲は健康保険に準拠しています。 

（注 3）休業（補償）等給付については、特別加入者の場合、所得喪失の有無にかかわらず、

療養のため補償の対象とされている範囲（業務遂行性が認められる範囲）の業務又は作業

について全部労働不能であることが必要となります。全部労働不能とは、入院中又は自宅

就床加療中若しくは通院加療中であって、補償の対象とされている範囲（業務遂行性が認

められる範囲）の業務又は作業ができない状態をいいます。 

（注 4）遺族（補償）等年金の受給資格者である遺族が 1 人であり、55 歳以上の妻又は一定の

障害状態にある妻の場合には、給付基礎日額の 175日分が支給されます。 

（注 5）表中の金額は、令和 7年 4月 1日現在のものです。 

※船員保険の適用を受ける船員の方が、労災保険給付を受けたときには、船員保険の上乗せ給

付がある保険給付について、全国健康保険協会に対し、上乗せ給付の請求を行うことができ

ます。 

※特別加入者には、「特別給与（ボーナス）」を基に算定される特別年金は支給され

ません。 

 


